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令和７年度 工事の総合評価落札方式 実施計画（案）【工事関係】

５．各種試行工事の実施方針：自治体実績評価型

1

施工能力評価型Ⅰ型

標準

同種工事の施工実績 3 3

国　工事成績（平均点４ヵ年）　又は
県　工事成績（4ヵ年２工事平均）

- 6

国　工事成績（平均点４ヵ年） 3 -

国 　成績優秀企業 1 -

国又は県　優良工事表彰の有無（過去２ヵ年）
国　安全管理優良受注者表彰の有無（過去２ヵ年） - 4

国　優良工事表彰の有無（過去２ヵ年）
国　安全管理優良受注者表彰の有無（過去２ヵ年） 4 -

国　生産性向上技術活用表彰の有無（過去１ヵ年）
国　ICT人材育成推進企業表彰の有無（過去１ヵ年） 2 -

優良下請け表彰企業の活用 1 ※① 1 ※①

登録基幹技能者の配置 1 ※① 1 ※①

(地元企業活用)又は(若手・女性技術者配置) 1 ※① 1 ※①

地域精通度 1 1

地域貢献度・災害対応度 3 3 ※②

同種工事の施工経験と立場 8 8

国又は県　工事成績（６ヵ年） 8 8

優良工事技術者表彰の有無（過去２ヵ年）
局長；３

事務所長；１
局長、知事；３

事務所長、出先機関の長；１

継続教育の取組（技術研鑽度評価含む） 1 1

施工計画（設定テーマ） 10 10

50 50

注：評価項目及び配点は対象工事によって異なるので、各工事の入札説明書等で確認のこと

評　価　項　目
自治体実績活用型

※③

企
業
の
施
工
能
力
等

配
置
予
定
技
術
者
の

施
工
能
力
等

合　　計

入札参加者が少ないことから、競争性を高め、一層の品質確保・向上を図るため、地方自治体の工事成績
評定点や優良工事表彰を評価する試行工事。
国の工事実績を持たない企業においては、県の工事成績を評価。
比較的入札参加者の少ない一般土木Ｃランク工事において適用。

【「自治体実績評価型」総合評価落札方式とは】

○試行対象工事（下記のいづれかの要件の場合）
① かつて直轄管理区域がなかった地域で、国の工事

実績を有する企業が限定されることから、競争性
を高めることが必要とされる工事に適用。

② 工事の入札参加者が少ないことから、競争性を高
めることが必要とされる工事に適用。

③ その他、災害関連の工事や競争性を高めることが
必要とされる工事に適用。

○評価手法
• 自治体の工事成績及び優良工事表彰において評価

加点を行う。【継続】
• さらに、競争性確保を向上させるため、「自治体

実績評価型」総合評価落札方式を実施する場合、
地域貢献度を評価対象外とすることができる。

【継続】

※①：対象工事のみ加算
※②：競争性を高めるために自治体実績評価型総合評価落札方式を適用した場合に限り、地域貢

献度（３点）を評価対象外とすることができる。その場合、企業の施工能力等の加算点合計が
20点満点にならないので留意。

評
価
内
容

※③：対象自治体の優良工事表彰制度によって、評価項目や配点等を見直している。



令和７年度 工事の総合評価落札方式 実施計画（案）【工事関係】

５．各種試行工事の実施方針：企業能力評価型

2開　札

合計30日程度 合計20日程度

以上

以上

以上

以上

競争参加資格の確認通知

入札書の提出期限

公　告

10日程度 7日程度

技術資料の提出期限

10日程度 7日程度

施工能力評価型 企業能力評価型

【適用対象・概要】
・競争参加者が少ないと想定される工事において、受発注者双方の事務負担が大きくなる技術者の能力等に係る評価を省略し、
企業の能力等のみで評価する方式

・受注機会の拡大や事務負担軽減の効果による不調不落防止に期待
⇒ 不調不落の防止、発注事務軽減等を目的に難易度の低い工事において、一部試行を実施する。

「配置予定技術者の施工能力」を評価しないため
⇒受注機会の拡大、事務手続きの負担軽減

本方式の評価イメージ

■手続きフロー（案）

・評価項目のうち、「技術者の能力」の加算点を設

定しない。（監理技術者等の要件を満たせば、参加

資格を認める）

・「企業の能力等」の評価項目を最小限で設定。

（施工能力評価Ⅰ型） （企業能力評価型）

令和６年度の試行（案）
■評価配点（案）

配置予定技術者の
評価を省略

（加算点合計50⇒20点）

手続き期間を短縮可能
（日数計30⇒20日程度）

施工能力評価型Ⅰ型

標準

同種工事の施工実績 3 3

工事成績（平均点４ヵ年） 3 3

成績優秀企業 1 1

優良工事表彰の有無（過去２ヵ年）
安全管理優良受注者表彰の有無（過去２ヵ年） 4 4

生産性向上技術活用表彰の有無（過去１ヵ年）
ICT人材育成推進企業表彰の有無（過去１ヵ年） 2 2

優良下請け表彰企業の活用 1 1

登録基幹技能者の配置 1 1

(地元企業活用)又は(若手・女性技術者配置) 1 1

地域精通度 1 1

地域貢献度・災害対応度 3 3

同種工事の施工経験と立場 8 －

工事成績（６ヵ年） 8 －

優良工事技術者表彰の有無（過去２ヵ年） 3 －

継続教育の取組（技術研鑽度評価含む） 1 －

施工計画（設定テーマ） 10 －

50 20合　　計

評　価　項　目 企業能力評価型
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令和７年度 工事の総合評価落札方式 実施計画（案）【工事関係】

５．各種試行工事の実施方針：地元企業活用審査型

3

【試行概要】

○中堅企業（一般土木B）を対象とした工事において実施

○地元企業の下請け活用を図るため「当該県内に本店を置く企業」の活用度合を評価

地元企業の１次下請合計金額

１次下請合計金額

・地元企業活用率の配点

①９０％以上：Ⅰ型(1点)、Ｓ型(1点)

②９０％未満：Ⅰ型(0点)、Ｓ型(0点）

Ａ社 （県内） Ｂ社 （県内） C社 （県外）

元　請

３次下請 ３次下請

２次下請 ２次下請 ２次下請

１次下請 １次下請

２次下請２次下請 ２次下請

１次下請



令和７年度 工事の総合評価落札方式 実施計画（案）【工事関係】

５．各種試行工事の実施方針：登録基幹技能者の配置

4

登録基幹技能者の役割

登録基幹技能者の役割は概ね次の業務を内容とし、
建設現場における直接の生産活動において中核的な
役割を担っています。

❶ 現場の状況に応じた施工方法等の提案、調整等
❷ 現場の作業を効率的に行うための技能者の適切な配置、

作業方法、作業手順等の構成
❸ 生産グループ内の技能者に対する施工に係る指示、指導
❹ 前工程・後工程に配慮した他の職長との連絡・調整

登録基幹技能者の配置



令和７年度 工事の総合評価落札方式 実施計画（案）【工事関係】

５．各種試行工事の実施方針：次代担い手（若手・女性技術者）活躍型と専任指導者精度

5

工
事
の
規
模
・
難
易
度

技術者のスキルアップ（育成）

入職～資格取得 配置技術者養成

専任指導者制度

若手・女性技術者活躍型
○施工能力評価型Ⅰ型
○担当技術者を配置する場合に総合評価で加点

（資格・経験は不問。男性技術者は３０歳以下）
○工期の１／２以上配置

※若手及び女性技術者の育成を促す工事（試行）の経緯
H28. 4 試行開始

○若手技術者の更なる登用を促すため、配置要件は
専任指導者とし、施工経験と立場を総合評価で加点
○工事規模により、地域要件の広域・挟域が設定さ
れ、この設定に応じ、配置予定技術者の施工経験と
立場を緩和

※専任指導者制度（試行）の経緯
H24.10 試行開始
H29. 4 「専任指導者制度」に改称（補助者→指導者）



令和７年度 工事の総合評価落札方式 実施計画（案）【工事関係】

５．各種試行工事の実施方針：受注機会促進型

6
受注機会の拡大を促す

本方式の評価イメージ

・企業の施工能力等の評価項目のうち、「優良工事

表彰、安全管理優良受注社表彰」及び「生産性向上

技術活用表彰、ICT人材育成推進企業認定」の加算点

を、企業の「手持ち工事量」に置き換える。

・配置予定技術者の施工能力等については、変更し

ない。

（施工能力評価Ⅰ型） （受注機会促進型）

受注機会促進型の試行案

・施工能力評価型Ⅰ型、Ⅱ型の分任官工事に適用可能とする。

・対象工種は、一般土木工事とする。

・手持ち工事量の対象となる工事は、公告日において契約中

の北陸地方整備局発注の一般土木工事とする。

・災害復旧工事等の随意契約をしている案件を除く。

手持ち工事量の評価（企業の施工能力）

○当該年度の手持ちの工事量を評価することで、受注機会の拡大を促す方式。
○企業の能力等における優良工事表彰等の固有企業に与えられる加点を、手持ち工事量の評価に代えることにより受注機会の拡大

を促し、受注機会が得られないことにより表彰を受ける機会が得られない課題の解決をはかる。



令和７年度 工事の総合評価落札方式 実施計画（案）【工事関係】

５．各種試行工事の実施方針：一括審査方式（R5～適用範囲の変更）

求める技術資料（技術提案又は施工計画を含む）は同じもの

A工事 B工事 C工事

競争参加資格要件等を共有化できる複数工事

発注者

受注希望者

希望する工事のみに
提出することも可

複数の工事を１度に技術資料を提出

技術資料作成に対する負担軽減

技術資料のｽﾋﾟｰﾃﾞｨ-な審査・評価

【方式】
・総合評価落札方式

施工能力評価型Ⅱ型、Ⅰ型以上

①Ⅰ型以上
・技術資料の提出が必要

技術提案又は施工計画
（※工程表の立案は、不可）

②Ⅱ型
・技術提案の提出は不要

※ 一括審査方式内での特例監理技術者の配置は
認めない。

・総合評価落札方式において、競争参加資格要件や技術提案又は施工計画のテーマを共通化できる複数工区の発
注が同時期に予定されている場合、競争参加申込者が提出する技術資料（技術提案及び施工計画を含む。）の内
容を同一のものとすることで、提出資料の簡素化し、受発注社の負担軽減を図る。

・発注者・受注者双方の業務負担の軽減を図るとともに、スピーディ－な予算執行に寄与。

・令和５年度から、適用範囲は、施工能力評価型Ⅰ型以上（技術資料（技術提案及び施工計画を含む。）の提出
を求める。）から、技術資料の提案が不要な施工能力評価型Ⅱ型へ拡大。

7



令和７年度 工事の総合評価落札方式 実施計画（案）【工事関係】

５．各種試行工事の実施方針：一括審査方式における複数名申請

8

求める技術資料（技術提案又は施工計画
を含む）は同じもの
※希望する工事のみに提出することも可

A工事 B工事 C工事

競争参加資格要件等を共有化できる複数工事

発注者

受注希望者

複数の工事を１度に技術資料を提出

技術資料のｽﾋﾟｰﾃﾞｨ-
な審査・評価

技術資料作成に
対する負担軽減

一括審査方式イメージ 技術提案評価型施工能力評価型項目

Ｓ型（一部）Ⅰ型Ⅱ型総合評価方式

○××
配置予定技術者
の複数名申請

技術提案
技術提案又
は施工計画

－技術資料

※入札参加19社のうち15社の回答

【受注者の意見（自由回答）】
・受注機会の増加が期待できる。
・技術者の拘束期間が長期にわたることから継続してほしい。

ＷＴＯ工事 入札参加社のアンケート結果

一括審査方式の発注にあたっては、申請できる配置予定技術者を１名に限定していたが、技術資料の申請から契約までの間を長

期に渡り技術者を拘束するＷＴＯにおいて複数名の申請を可能とする試行。
令和５年度からは、本官契約工事の一部において試行可能とする。



令和７年度 工事の総合評価落札方式 実施計画（案）【工事関係】

9

５．各種試行工事の実施方針：段階選抜方式（技術提案１事項）
段階的選抜方式運用の見直し（一部工事で試行）

令和３年度の政府調達案件（ＷＴＯ）であるＡ工事において、受注機会の確保・拡大及び段階選抜方式２次審査進出者の固定
化防止などを目的に、北陸地整ではこれまでの段階選抜方式（審査事項：企業および技術者評価）で技術提案１事項も併せて１
次審査を行う試行を実施した。

結果は、一定数であるが、発注者の意図としていた、企業・技術者＋技術提案の組み合わせで、２次審査へ進む１５位圏内の
入れ替わりが確認できた。

⇒受注機会の確保・選抜者の固定化防止に寄与しており、引き続き試行を継続する。
Ａ工事の試行結果（一次審査）

提出 24
未提出 4

計 28
集約率 86%

対象 数 対象（全体） 数 集約率

選抜者 14 （選抜） 15 93%

非選抜者 10 （非選抜） 13 77%
計 24 28

受注機会の拡大・確保及び固
定化の防止という観点では、
『有効である』とし、８割強
の社が、今後も限定的な試行
を求めている結果であった。

順位
今回の試行

（企業・技術者評価＋技術提案）
会社名順位

従来の方式
（企業・技術者評価）

会社名№

1 44=14+30Ａ社1 30Ａ社1

2 41=14+27Ｎ社1 30Ｂ社2

3 40=14+26Ｑ社1 30Ｃ社3

4 37=7+30Ｂ社1 30Ｄ社4

4 37=7+30Ｃ社1 30Ｅ社5

4 37=7+30Ｄ社1 30Ｆ社6

4 37=7+30Ｅ社1 30Ｇ社7

4 37=7+30Ｆ社1 30Ｈ社8

4 37=7+30Ｇ社1 30Ｉ社9

4 37=7+30Ｈ社10 29Ｊ社10

11 36=14+22Ｙ社10 29Ｋ社11

11 36=7+29Ｊ社10 29Ｌ社12

11 36=7+29Ｋ社10 29Ｍ社13

11 36=7+29Ｌ社14 27Ｎ社14

15位ライン11 36=7+29Ｍ社14 27Ｏ社15

16 35=14+21Ｚ社14 27Ｐ社16

17 34=7+27Ｏ社17 26Ｑ社17

17 34=7+27Ｐ社17 26Ｒ社18

19 33=7+26Ｒ社17 26Ｓ社19

19 33=7+26Ｓ社17 26Ｔ社20

19 33=7+26Ｔ社17 26Ｕ社21

19 33=7+26Ｕ社22 23Ｖ社22

23 31=1+30Ｉ社22 23Ｗ社23

24 30=7+23Ｖ社22 23Ｘ社24

24 30=7+23Ｗ社25 22Ｙ社25

26 28=7+21ＡＡ社26 21Ｚ社26

27 24=1+23Ｘ社26 21ＡＡ社27

28 17=7+10ＢＢ社28 10ＢＢ社28

アンケート数２４社（内訳としては段階選抜の選抜者
１４社、非選抜者１０社） 参考：全参加者２８社

１．アンケート集約数内訳



令和７年度 工事の総合評価落札方式 実施計画（案）【工事関係】

10

５．各種試行工事の実施方針：段階選抜方式（大規模事業での見直し）
段階的選抜方式運用の見直し（一部工事で試行）

国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン』では、技術提案を求める 競争参加者数が比較的多くなるこ
とが見込まれる工事においては、段階的選抜方式を活用することにより、受発注者双方の事務量の軽減と適正な審査の確保を図
ることが望ましいとされており、一次審査における絞り込みの考え方として、技術提案評価型S型：５～１０者程度、技術提案
評価型Ａ型：３～５者程度の目安が記載されている。
また、大規模事業については、国民の財産・生命を守る重要な構造物であるとともに、地域のシンボル的な構造物になることか
ら、品質・出来映えも重要な評価項目となる。品確法に基づき、一定水準に達した者を選抜する必要があることから、過去の工
事成績において、６０点未満を有する者については、段階的選抜方式において、加算点の１０％を減点する措置（ＪＶ構成員含
む）を講ずる。（試行）

【従来のＷＴＯ対象案件（技術提案評価型S型）】

【大規模事業ＷＴＯ対象案件（技術提案評価型Ａ型・ＥＣＩ方式）】

技術提案

技術提案

技術提案

技術提案

・・・・・・

技術提案

技術提案

３者とすることで事務手続き軽
減・厳格な技術審査が可能

落札

トンネル工事など

２０者程度

一次審査

企業の施工能力等
技術者の施工能力等

１５者

選抜者の固定化を防ぐため、
１０者⇒１５者に拡大

５者程度
※近年の他地整の事例より

一次審査

３者

総
合
評
価

落札

総
合
評
価

一定水準に達した者を選抜する必要が
あることから、過去２年間で工事成績
評定において６０点未満を有する者は
加算点の10%減点措置（試行）

企業の施工能力等
技術者の施工能力等
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５．各種試行工事の実施方針：専任指導者契約後設置
専任指導者契約後設置については、これまで申請時において監理技術者と専任指導者を提出し、その両方を評価していたが、近

年の技術者不足から、実績をより多く積める技術者対策の一環として、申請時には配置予定技術者（主任技術者または監理技術
者）として申請し、契約後に一定の要件を満足する監理技術者を擁立し、申請時の技術者を専任指導者に変更できる試行（Ｓ型以
上の一部を対象）。

配置
予定

技術者
（ﾍﾞﾃﾗﾝ）

＜配置予定技術者の要件＞
a) １級土木施工管理技士
b) 過去１５年の同種工事
c) 主任（監理）技術者、担当技術者

※監理技術者の場合
監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証

監理
技術者
(若手)

専任
指導者

（ﾍﾞﾃﾗﾝ）

専任
指導
者へ
変更

左記、施工経験
の 立場

追加 監理技術
者の 施工経験

主任（監理）技術者、
現場代理人、
担当技術者

過去15年の
同種工事

主任（監理）技術者、
現場代理人、

過去5年の国土
交通省工事

※契約日以降、余裕工期期間内
に追加監理技術者を配置可能

追加

専任指導者契約後設置の試行

①

②

①②のいづれか
※➁は、専任指導者制度として緩和
している要件（通常工事は①のみ）

参加資格
確認時

落札
決定後

【受注者の意見（自由回答）】

・他の技術者が実績を多く積めることにより、今後の受注機会の
確保にもつながる。

・技術者の高齢化に加え、若手技術者が不足していることから、今
後の技術者育成にも役立つ。

・技術者が不足する中で、監理技術者相当の技術者が２名必要と
なり、入札参加機会の減少につながる。

※入札参加19社のうち15社の回答

入札参加社のアンケート結果
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５．各種試行工事の実施方針：資料等に関する質問回答の拡充
ＷＴＯ工事における企業間の競争のうち入札４．多様な入札契約制度の取組：⑥資料等に関する質問回答の拡充

参加者が入札価格を決定する上での発注者側積算の内容を質問する機会があり、その質問回答を更問い等が可能な様に２回に増や
す試行。（Ｓ型以上の一部）

技術提案以外の質問提出期限

技術提案以外の質問に対する回答期限

入札書の提出期限

開札

１回目

【通常のフローイメージ】 【試行のフローイメージ】

※入札参加19社のうち13社の回答

入札参加社のアンケート結果

【受注者の意見（自由回答）】
・複数回の回答により積算に係る疑問点など、従前より解消される。

・１回目の回答についても、まだ不明な点があり、再度質問ができる
ので継続してほしい。
・質問回答と入札までの期間を長くしてほしい。

技術提案以外の質問提出①期限

技術提案以外の質問に対する回答①期限

１回目

技術提案以外の質問提出②期限

技術提案以外の質問に対する回答②期限

２回目

開札

入札書の提出期限
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５．各種試行工事の実施方針：労務費見積活用宣言
労務費見積尊重宣言モデル工事

一般社団法人 日本建設業連合会（日建連）は、建設技能者の賃金を全産業労働者平均レベルに近づけるため、『労務費見
積宣言』を２０１８年（平成３０年）９月１８日に表明し、元請け企業による労務賃金改善の取組が行われている。

これを踏まえ、建設業の労務賃金改善に関する取組を推進するため、総合評価方式や工事成績評点においてインセンティブ
を付与するモデル工事を試行する。（Ｓ型（WTO）を対象）

【労務費見積尊重宣言】

① 『労務費見積尊重宣言』
の確認

② 見積書に労務費（労務賃
金）を内訳明示する旨を
期した誓約書の確認

③ 上記①②両方を満たす者
に加点評価（１点）
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５．各種試行工事の実施方針：参加者確認型契約方式

【背景・課題】
○ 機械設備は新設した業者の技術的ノウハウにより構成されている。そのため、機械設備修繕工事は、多くは新設時施工業者以外には施

工できず、近年の技術者 不足も重なり不調不落が増加。
○ 契約した維持修繕工事でも多くが１者応札の状況 。

【課題解決の方策】

○ 機械設備修繕工事の不調不落対策を目的とする。
○ 新設時施工業者以外で修繕工事契約希望者の有

無を確認する「参加者の有無を確認する公募手続
き」を行い、その結果により随意契約又は一般競争
を行うことによって 、確実な契約及び入札手続きの
合理化を図る。

【対象工事】
工 種：河川用水門設備（大形）、ダム用水門設備、

揚排水ポンプ設備、トンネル換気設備、車両
計測設備、昇降設備の修繕工事

工事規模：ＷＴＯ（８．１億円）未満
難易度 ：制限しない

※過去５ヶ年において契約の過半数が１社応札であり、また１
社応札が複数回発生している工種を基本とし、それ以外の
工種は今後必要に応じて対象とすることを検討する。

要件を満たす複
数者の応募

要件を満たす１者
の応募

一般競争入
札総合評価
落札方式

随意契約

【手続きフロー】

参加者の有無を確認する公募

※特定法人等（新設業者）も含めて参加意思確認書
により応募が必要。
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５．各種試行工事の実施方針：フレームワークモデル工事
【一定の地域内で類似する複数の工事について、予め参加希望者の意思を確認し、その中から工事毎の参加者を指名する 「フ
レームワークモデル工事（総合評価落札方式）」を試行。
工事発注が一定の地域で集中し、技術者の確保が難しく、競争参加技術者が少数と見込まれる工事において試行。
提出資料を簡素化・合理化し、手続き期間を短縮することで、入札参加者の増加を見込む。

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
モ
デ
ル
工
事
の

お
お
よ
そ
の
発
注
見
通
し
公
表

箇
所
数
、
工
事
箇
所
、
入
札
時
期
、
申
請
書
様
式
等
を

事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
掲
載
予
定

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
モ
デ
ル
工
事
の

参
加
希
望
の
意
思
確
認

参
加
意
思
表
明
申
請
書
＋
必
要
資
料
の
提
出

建設企業

参
加
要
件
は
企
業
の
み
と
し
、

技
術
者
要
件
は
求
め
な
い

建設企業

建設企業

資料提出

特
定
工
事
参
加
企
業
名
簿
作
成

資
料
の
内
容
及
び
施
工
能
力
審
査
の
上
作
成

建設企業

建設企業

発
注
計
画
の
公
表

工
事
毎
の
規
模
、
入
札
時
期
、
落
札
方
式
等

フレームワーク企業の選定

指
名
基
準
に
よ
る
選
定

個
別
工
事
の
発
注
（
指
名
通
知
）

指
名
競
争
・
総
合
評
価
落
札

方
式
に
よ
り
落
札
決
定

一定期間内の発注計画
本店所在地や災害活動の
実績を評価し落札決定

建設企業

参加表明の
確認結果通知

総合評価落札方式の評価値
評価値＝（標準点100点＋施工体制評価点30点

＋加算点10点）÷入札価格
※加算点は地域精通度及び地域貢献度

地域精通度：発注地域内の本店所在を評価
地域貢献度：発注地域内の災害・除雪等の実績評価

※同一フレームワークモデル工事において
落札可能な件数は、１者２件。
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参加者の有無を確認する公募方式について（背景等）

＜課題解決の方策＞ ※随意契約である「プロポーザル方式」で試行する。
○1者応札が継続している案件について、「参加者の有無を確認する公募手続き」を適切に活用し、

受発注者双方の資料作成の負担軽減に加え、手続き期間の短縮を図るとともに、履行期間の確
保を図る。
なお、実施にあたっては、改正品確法第21条の趣旨を踏まえて発注する土木関係コンサルタント
業務、測量業務、地質調査業務のうち、下記条件を満たす業務を対象とする。

①同一の内容について5回程度を目安で1者応札が継続している案件
②入札等参加資格要件が最大限緩和されている案件
③積算上最大限の対策が講じられている案件
※対象案件の事前審議、入札・契約手続運営委員会で審議

注）「参加者の有無を確認する公募手続き」は、「随契見直し計画（H18.6.13）」により、透明性・競争性を確保するため、発注者が特定
した公益法人等以外の参加者の有無を確認するために導入された手続きであり、一定の条件の下で公平性・公正性を担保した
うえで実施することが重要。

注）工事については、技術力または設備等を明示して他に参加者がいないか確認する必要がある案件について、「参加者の有無を
確認する公募手続き」を実施している。

＜背景・課題＞

○近年、業務発注において、1者応札が継続している案件が多く発生しており、1者応札の場合でも技術提案書等

の作成・評価が必要となることから、受発注者において負担となっている。

○改正品確法第21条において、技術、設備又は体制等から受注者が極めて限られ、当該地域において競争が存

在しない状況が継続すると見込まれる場合の入札方式について明記。

（改正品確法第21条）
発注者は、その発注に係る公共工事等に必要な技術、設備又は体制等からみて、その地域において受注者となろうとする者が
極めて限られており、当該地域において競争が存在しない状況が継続すると見込まれる公共工事等の契約について、当該技術、
設備又は体制等及び受注者となることが見込まれる者が存在することを明示した上で公募を行い、競争が存在しないことを確認
したときは、随意契約によることができる。
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参加者の有無を確認する公募方式について（手続きフロー概略）

公示
（特定法人以外の参加者の公募）

説明書の交付

（特定法人）
参加意思確認書等の提出要請

参加意思確認書の提出期限

要件を満たす参加者の有無

参加者の有無を確認する公募手続き

対象業務：プロポーザル方式において、同一の内容について５回程度１者応札が続いている土木関係コンサルタント業務、
測量業務、地質調査業務

技術管理課へ事前確認

第１回 入札・契約手続運営委員会

公示・説明書の質問・回答

特定法人以外に有り

随意契約（プロポーザル）手続き
※簡易公募型プローザル方式と同一フロー

技術提案書の提出要請

随意契約手続き

特定法人以外に無し

契約

技術提案書の質問・回答

ヒアリング

総合評価審査委員会
（第三者チェック）

第３回 入札・契約手続運営委員会

見積依頼

見積合わせ

契約

見積依頼

見積合わせ

第２回 入札・契約手続運営委員会 第２回 入札・契約手続運営委員会

有

無

選定の審査
随意契約の審査


